
パスポート申請用自動証明写真機設置事業者公募にかかる質問回答について

No 質問内容 回　答

※上記の「販売枚数」は、プリントした写真とデータの両方で提供し

た場合に重複してカウントしているため、要項に記載の「2025年４

月～12月におけるパスポート申請用自動証明写真機利用件数」と一致

していません。

2

2024年(令和６年)４月～2026年(令和８年)１月までの各月のパ

スポート申請数およびオンライン申請数・紙申請数の内訳につ

いて

当該情報が必要な方に個別に回答しますので、2026年（令和８年）2

月16日（月）～24日（火）の間に当協会へ電話で直接お問い合わせ

ください。

（公財）滋賀県国際協会　電話番号：077-526-0931

※電話で連絡をいただいたのち、メールにて回答しますので、見積提

出まで余裕をもってお問い合わせください。

3
現在設置している写真機の写真の販売単価を変更することは可

能か。

要項「５．写真機の規格等（３）撮影料金」に記載の「市場価格に準

じ、適正な価格」であれば変更は可能です。提案書には変更後の撮影

料金（2026年4月から販売される価格）を記入してください。

4
2025年(令和７年)１～３月、2026年(令和８年)１月の利用件数

について

2025年(令和7年)4月～2026年(令和8年)1月までの販売枚数、

販売金額について
1


